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容器包装リサイクル法の概要
（容リ法）
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正式名称

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」



容リ法制定の背景（H7制定）

• 最終処分場の逼迫、ごみの容積の約６割が容器包装
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その他

容器包装

家庭ごみの総量（容積比）制定当時あと１０年も持たないで満杯に、、、



（参考）直近データにおける家庭ごみの状況

環境省ＨＰ：「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要（令和５年度）」より抜粋
https://www.env.go.jp/recycle/yoki/c_2_research/research_R05.html
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容器包装
63.5%

容器包装
28.0%

https://www.env.go.jp/recycle/yoki/c_2_research/research_R05.html


直近データにおける最終処分場残余年数

環境省ＨＰ：「環境・循環型社会・生物多様性白書
（令和６年度）」より抜粋

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r06/html/hj2
4020301.html
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容リ法における役割分担
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制定以前 制定後

市町村
市町村

事業者

消費者

家庭ごみの処理・処分は
全面的に市町村が負担

事業者、市町村、消費者の役割分担
によりリサイクルが進む仕組み



事業者に求められる義務

• 再商品化義務の履行（日本容器包装リサイクル協会への委託料支払）

┗リサイクル＝再利用・再商品化が目的

• 帳簿の記載、５年間保存

• 定期報告書の作成・提出（小売業を行う容器包装多量利用事業者）

┗小売業におけるリデュース＝排出量削減が目的
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定期報告の義務の要件、提出先
対象となる容器包装
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＜定期報告提出の義務のある者＞

主たる事業が小売業であるかは問わず、小売業に属する事業を行う容器包
装多重利用事業者であり、当該年度の前年度において用いた容器包装の量
が５０トン以上である者＝小売り事業における使用量が５０トン以上なら対象

提出期限：（毎年度）６月末日まで

特定事業者のうち、
「小売業に属する事業を行う容器包装多重利用事業者」
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https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/youri_teikihoukoku.pdf

定期報告提出先
　小売業のうち、主たる販売商品により提出先が異なります。

１．織物・衣服・身の回り品小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

２．飲食料品小売業 

（１）主たる販売商品が飲食料品（酒類を除く。）の小売業 農林水産大臣 （農政局）

（２）主たる販売商品が酒類の小売業 財務大臣 

３．自動車部分品・附属品小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

４．家具・じゅう器・機械器具小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

５．医薬品・化粧品小売業 

（１）主たる販売商品が医薬品等の小売業 厚生労働大臣 

（２）主たる販売商品が化粧品等の小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

６．書籍・文房具小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

７．スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

８．たばこ・喫煙具専門小売業 

（１）主たる販売商品がたばこの小売業 財務大臣 

（２）主たる販売商品が喫煙具の小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

９．各種商品小売業 経済産業大臣 （経済産業局）

参考：排出抑制促進措置に係る定期報告について（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/youri_teikihoukoku.pdf


対象となる容器包装

• 対象

ex.レジ袋、店頭で包む包装紙、販売店舗内で詰めるトレー、ラップ、テ
イクアウト容器、通販で用いる段ボールや緩衝材……….

• 対象外

ex.カトラリーの容器包装、PB商品の容器包装、販売店舗外で袋詰め
された商品の容器包装、店内のごみ箱に使用する袋……….

（家庭から排出されるものでない）

小売り段階で付された容器包装か
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段ボール、アルミ鍋などの再商品化義務対象外の素材でも
小売りの段階で付した容器包装はすべて対象

※ここでの容器包装は容リ法上の特定容器包装を指す



定期報告の作成にあたって
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関東農政局に提出していただく事業者

・５０トン以上であるか？
小売業において、昨年４月～３月までの１年間にて、容器包装（※）を５０トン以上使用した事業者
（※） プラ製、紙製、ガラスびん、ＰＥＴボトル以外の素材（ダンボール製等）も含めての使用量
→ 昨年は提出したが、本年の当該期間は５０トン未満であった場合、関東農政局までその旨をお知らせ下さい

・飲食料小売業事業者であるか？
小売業のうち、主たる販売商品が飲食料品である事業者（それ以外は他省庁に提出。提出先はP,9を参照）

・関東農政局管内に本社の所在地（登記地）があるか？
本社の所在地、登記地が関東農政局管内の１都９県（東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野、
静岡）にある事業者
これ以外は、他の地方農政局に提出。
（参考：定期報告提出先）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/pdf/i2_07-2_2.pdf

下記の全てに該当する場合、定期報告書の提出が必要。
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/pdf/i2_07-2_2.pdf


報告書の様式

関東農政局ホームページに掲載の「定期報告書Excelファイル」

政策情報→食料産業・食文化→食品産業・環境対策→容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の
提出について

https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/shokusan_kankyou/attach/xls
/R7.YOURI.Teiki-Houkoku.xlsx

関東農政局で独自に作成している定期報告書となります。他の地方
農政局や、他省庁に提出される場合には、それぞれ指示された定期報
告書にて作成してください
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https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/shokusan_kankyou/attach/xls/R7.YOURI.Teiki-Houkoku.xlsx
https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/shokusan_kankyou/attach/xls/R7.YOURI.Teiki-Houkoku.xlsx


定期報告書のシート構成

・作成手順
・入力用①
・入力用②
・定期報告書（印刷用）
・様式の備考
・報告書作成上の留意事項

初めてご担当される場合、
最初に確認してください
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入力用① 入力用② 定期報告書（印刷用）

赤枠内に入力
白塗セルに入力。第７表以降

は該当ある場合のみ入力
水色箇所のみ入力



入力用①
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黄色セルに入力
→自動で表頭の年度も入力される

容器包装使用量と密接な関係を持つ値は
ドロップダウンリストから入力



入力用①

表頭の期間について

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（２０２０年度） （２０２１年度） （２０２２年度） （２０２３年度） （２０２４年度）

2020.4.1 2021.4.1 2022.4.1 2023.4.1 2024.4.1

～ 2021.3.31 ～ 2022.3.31 ～ 2023.3.31 ～ 2024.3.31 ～ 2025.3.31

定期報告は、４月～３月までの数値を報告いただくこととなります。

・事業年度の期間が４月～３月ではない場合、４月～３月の期間に組み替え集計してください

・組み替え集計が難しい場合は、関東農政局までご連絡ください

推移を確認するため、５年間の年度別の

① 使用量

② 使用量に連動している値（＝密接な関係を持つ値）

もご報告いただく必要があります
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参考：過去データの転記方法
① 昨年提出の報告書のR2～R5年度の数値を範囲選択してコピー
（コピーは右クリックしてコピーを選択か、ctrlキー＋Cを押す）
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② 今年提出の報告書の過去４年分のところに、値で貼り付け
（貼り付けは右クリックして貼り付けを選択か、ctrlキー＋Vを押す）

貼り付け直後に
ここをクリック
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値で貼り付けをクリックして転記は完了

R6年度も忘れずに記入！

第２表「使用量（第１表）と密接な関係を持つ値」の
過去４年分についても同様に転記してください
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入力用② 赤枠白抜きセルに記入
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入力用② 第１～３表（自動入力）

23

入力されている数値を修正する場合は
入力用①シートに戻って修正



入力用② 第４表

第 ４ 表　素材毎の容器包装の使用原単位の算出方法の設定に係る説明、
　　　　　 及び容器包装の使用原単位の設定方法を変更した理由

＊セル内で改行する場合は、 【 [Alt]キー ＋ [Enter]キー 】

　昨年までは、密接な関係を持つ値を店舗への来店者数及び宅配サービスの顧客数の和にしていたが、売
上高に変更した。それにより、これまで報告していた使用原単位についても昨年度までの報告値を再集計し
変更した。

　当社は、店舗（スーパーマーケット）において主に食料品を販売しているほか、一部宅配サービスを行って
いる。
　容器包装の使用量のうち、これらの顧客に対して提供する容器包装としては、青果、精肉、鮮魚、惣菜を入
れるプラ製容器、プラ製レジ袋、紙製の袋及び包装紙、ピザ販売用の段ボール製容器が大部分を占めるた
め、売上高が最も容器包装の使用量と密接な関係をもっている。
　以上を踏まえ、売上高の前年度実績を分母として原単位を算出した。

←

設定方法を変更しましたか？
これまでに御報告いただいていた設定（第２表の密接な関係を持つ値）を変更した場合、または、過去の数値
を集計し直した結果等により、過年度の使用原単位（数値）が変わってしまった場合には、ここにチェックを
入れ、その変更内容について次行の記載欄に入力してください。
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以下、記入例

元の例文

例文のように
①事業内容
②使用している容器包装、その用途
③密接な関係を持つ値
を具体的に記入

昨年提出のものから過去４年間のデータを
変更した場合、チェックを入れてその下段
に理由を記入



入力用② 第４表下段 記入例

①昨年報告した内容を精査したところ、集計に間違いがあったため、数値を
 修正した。

②使用原単位について、再度検討したところ、これまで選択していた売上高よ
りも、顧客数の方がより密接であるとの結論に至ったため、過年度の使用原
単位を再集計し差し替えることとした。

③これまで売上高を1,000人単位として報告していたが、10,000人単位に変更
した。そのことから、過年度の使用原単位についても同様に修正した。
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入力用② 第５表

赤は５年間平均原単位変化の
数値の悪化

黄は原単位の対前年比の
数値の悪化
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入力用② 第６表

27

第５表で赤くなった項目について
（５年間平均原単位変化）

イに改善できなかった理由を入力

第５表で黄色くなった項目について
（原単位の対前年比）

ロに改善できなかった理由を入力



入力用② 第６表（どのような理由を入力するのか）

インバウンド需要により販売量が増え、それに伴い容器包装の使用量が増加したため。
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望ましい例

・コロナ禍以前は、顧客が自ら容器に詰める方式としていたが、衛生上の観点から、陳列段階ですで
に少量の個包装とすることになった。そのため、容器の使用量が爆発的に増加し、他方で売上高はそ
の伸びに追いつくことがなかったため、必然的に使用原単位が増加してしまった。

・当スーパーにて製造している惣菜等商品について、数量のコントロールがうまくいかず、閉店間際に
大量に売れ残る日があった。そのような日は半額セールを行い、売れ残りがないように努めていたが、
回数として頻繁に行ったことにより、売上高が下がってしまったことから、結果として使用原単位が増え
てしまった。

密接な関係を持つ値を「売上高」としている場合

好ましくない例

単純に「使用量が増えたから」ではなく、使用原単位で見て「なぜ増加してしまったのか」を分析して入力。
使用原単位に大きな変動があれば、密接な関係を持つ値が適切でないか、別の要因によるものになります。

密接な関係を持つ値を再度検討いただく or 上記のように、その他の増加要因を分析していただく



入力用② 第７・８表

第 ７ 表　判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組

（具体的内容）

プラスチック製の買物袋の有償による提供

（具体的内容）

景品等の提供

繰り返し使用が可能な買物袋等の提供

その他

（具体的内容）

薄肉化又は軽量化された容器包装の使用

適切な寸法の容器包装の使用

商品の量り売り

簡易包装化の推進

その他

（具体的内容）

 該当する項目にチェックを付けて下さい
 （「印刷用」シートには ■ 印が表示されます）

容器包装の使用原単位の低減に関する、報告対象とな
る年度の目標を具体的に入力

対象項目 具体的内容

容器包装の使用についての消費者の意思の確認

消費者によるプラス
チック製の買物袋
の排出の抑制を促
進すること

容器包装の
使用の合理化

容器包装（プラスチック製の買物袋を除く。）の有償
による提供

消費者による容器
包装廃棄物の排出
の抑制を促進するこ
と

目標の設定

 該当する項目にチェックを付けて下さい
 （「印刷用」シートには ■ 印が表示されます）

自らの容器包装の
過剰な使用を抑制す
ること

 上記目標を達成するために、報告対象となる年度に実
施した取組 及びその効果について、具体的に入力

該当する項目にチェックを付けて下さい
 （「印刷用」シートには ■ 印が表示されます）

店頭における掲示

自らの取組の内容を記載した冊子等の配布

容器包装への表示

その他

（具体的内容）

（具体的内容）

（具体的内容）

（具体的内容）

（具体的内容）

＊セル内で改行する場合は、 【 [Alt]キー ＋ [Enter]キー 】

情報の提供

関係者との連携

容器包装の使用
の合理化の実施
状況等の把握

 該当する項目にチェックを付けて下さい
 （「印刷用」シートには ■ 印が表示されます）

安全性の配慮

体制の整備等

特段の取組がない場合には、入力不要。（空欄のままでお願いします）
直近の取組事例については、下記資料の２１ページ以降をご参照ください。

令和５年度定期報告制度集計結果（経済産業省HPより）
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/syukeir5.pdf

第 ８ 表　その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組

＊セル内で改行する場合は、 【 [Alt]キー ＋ [Enter]キー 】

　　 【第７表】の各項目に当てはまらない、容器包装の
使用の合理化のために実施した取組がある場合は、そ
の内容を具体的に入力
　特段の取組がなければ空欄のままにしてください

措置の概要
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https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/syukeir5.pdf


入力用② 全ての入力が終了

← をクリック
 （エラーがあれば赤文字、色つき表示されます）

　すべての設問の回答が終わりましたら、この黄色の範囲
内でクリックしてください
　印刷用シートに飛びますので、下までスクロールするか印
刷していただき、赤字のエラーメッセージや黄色の表示（エ
ラー当該箇所）がないかを確認してください
　赤字が表示されていれば記載通りの修正をしてそのエ
ラーメッセージが消えていることを確認してください
　なお、第５表の赤字は増加していること意味しているだけ
ですので無視してかまいません
　赤字の表示がないことを確認したら、印刷用シートの水色
のセルに日にちを入力していただき報告書の完成です
　メールにてこのエクセルファイルのご提出をお願いします

ここ

入力用②に表示されている下記画面の黄色の範囲内でクリックすると、
自動的に定期報告書（印刷用）シートが表示。

（クリックしても表示しない場合は、定期報告書（印刷用）シートをクリックして表示）
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定期報告書 印刷用ー１

赤字のメッセージが表示されている場合、
記載されている内容を確認し、該当箇所
を修正。
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赤字のメッセージが表示されていないこと
を確認し、さらに最下段までスクロールして、
赤色または黄色のメッセージが表示されて
いないことを確認。

（第５表の数値等で赤字になっているもの
は、赤字のままで構いません。）

当該箇所に提出年月日を入力して
定期報告書は完成。

定期報告書 印刷用ー２
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定期報告書の提出ー１

提出方法
エクセルファイルのままで、関東農政局までメールにて提出

提出方法の詳細
（容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の提出について）
https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/shokusan_kankyou/Y
OURI-HOUKOKU.html
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https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/shokusan_kankyou/YOURI-HOUKOKU.html
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定期報告書の提出ー２



【要注意！】誤記入の多かった事例紹介
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事例① 報告対象物の誤り

小売り段階で付された容器包装以外のものも集計されてしまっている

主な判断軸：店舗段階または消費者への販売段階で付された容器包装か

具体例はP.10「対象となる容器包装」参照

PB商品の容器包装など、製造段階で付されたものは含めず

小売り段階で付された容器包装のみ集計・報告

（定期報告は小売り事業における容器包装の抑制が目的）  
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事例② 過年度分のデータ転記ミス

入力用①

今年度の報告書の「R2～R5」と昨年度の報告書の「R2～R5」の数値が
違ってしまっている。再集計等なければ数値は一致するはず。

昨年度提出した報告書からコピペすることを推奨

┗コピペのやり方はP.19～21「過去データの転記方法」参照
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昨年度の報告書 今年度の報告書



事例③ 第４表下段の記入漏れ

～昨年度提出分から過去の数値を修正した場合～

本来は第４表にチェックを入れ、

その直下に理由を入力。

この入力が漏れてしまっている。
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ご清聴ありがとうございました
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